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戸田市海外留学
奨学生募集

フライブルク音楽大学大学院（ドイツ）に留学中の
令和元年度海外留学奨学生・有

あ り

薗
ぞ の

 美
み

空
く

さんが快挙！

市では、豊かな心や幅広い視野を持ち、将来市の発展のために活躍する人材の育成を目的として、
外国の大学・短期大学・大学院に留学する学生に奨学資金を給付しています。

この制度は故・金
かね

子
こ

 正
まさ

夫
お

様からの寄附金をもとに運営されており、制度発足以来、奨学生は 122人にのぼり、
さまざまな分野で活躍しています。現在も、9人が海外留学奨学生として世界中で学んでいます。

ぜひ、この制度を活用し、世界にはばたいてください！

　今年の 1月にイタリアで行われた『リヴォルノ国際ピアノコンクール』で
第 1位となり、あわせて「現代曲の演奏に対する特別賞」、「イタリアのヤ
マハマルチメディアプロダクション2Rスタジオによる特別賞」などを受
賞させていただきました！　来シーズン以降にイタリアでの3度のソロデ
ビューリサイタル出演、ミラノでのソロCDのレコーディングが決定してい
ます。留学して初めての国際コンクールで、このような賞と機会をいただ
くことができ、本当に嬉しく思っています。
　現代曲の特別賞を受賞した自作曲『巡る～Wirbel～（2019）』は、ド
イツに留学してからの心境の変化、離れてみて感じた日本への感情、日本
人として、表現者としての自分についてを考えながら作曲したものです。
　引き続き精進してさらに大きな舞台で活躍し、将来、戸田市に文化的な
貢献ができるよう頑張ります。

賞を受ける有薗 美空さん（写真中央）

問い合わせ　教育総務課（内線326）

留学期間が 1年（1学年）以上2年（2学年）未満の場合は
100万円、2年（2学年）以上の場合は 150万円
※給与が決定された場合でも、選考結果により満額給与されない場合
があります

申込 ６月１５日（月）～７月６日（月）
 ※申請書は６月１日（月）から教育総務課で配布または
 　市ホームページからダウンロードできます
 ※留学する日の１年前から渡航前まで申し込みできます

選考 書類選考および面接

❶父母および本人が市内に引き続き2年以上住民登録をしていること
❷日本国籍を有していること
❸本人およびその世帯の方が市税を完納していること
❹学校教育法の規定による高等学校、中等教育学校の後期課程、大学、短期
大学、大学院、高等専門学校に在籍する方および卒業後 7年以内の方、ま
たは高等学校卒業程度認定試験の合格後 7年以内であること

❺留学先の学校の受入証明書がある、または取得できる見込みがあること
❻所定の語学力要件を満たしていること
❼市内に居住し、市税を完納している連帯保証人が 1人以上いること

※本奨学金の対象となる留学は、「正式な学部生として
　 1学年以上正規の教育課程を履修する留学」をいいます

給与限度額応募資格

若干名募集人員

募集要項
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〒335-8588　戸田市上戸田 1-18-1
戸田市役所市民課　管理担当　宛

郵送先

交付請求

本人通知制度に登録しましょう
第三者による証明書不正取得（犯罪）の早期発見のために

　本人通知制度は、戸籍情報を含む証明書（本籍地が記載され

ている住民票の写しや戸籍謄本など）が代理人や第三者の請求

により交付された場合に、事前に登録したご本人にお知らせす

る制度です。

証明書不正取得の早期発見のために、
事前に登録をしましょう！
　近年、身元調査などに利用するため、第三者が委任状を偽造

し、証明書などを不正に取得する事件が発生しています。証明

書の不正取得は犯罪です。本人通知制度に事前登録をすること

で、証明書の不正取得を早期に発見することができます。登録

の対象は「市に住民登録をしている方」や「本籍が市にある方」で

す。次の申込書を、市民課、美笹支所、戸田公園駅前出張所へ

直接提出するほか、郵送でも申し込みができます。

※	郵送申請の場合は、個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類のコピーを同封してください
※	個人番号カードのコピーを同封する場合は、顔写真のある面を同封してください
※	同一の住民票などに記載されている方であっても、登録者本人以外は通知の対象になりません

本人通知制度とは？

証明書の請求者
（代理人・第三者）

通知の希望者
（本人）

事前登録

戸田市本人通知登録申込書

以 下 を コ ピ ー ま た は 切 り 取 っ て ご 使 用 く だ さ い

令和　　　年　　月　　日

あて先

戸田市長
※既に申し込まれた方は提出の
	 必要はありません

戸田市住民票の写しなどの「第三者
交付に係る本人通知に関する要綱」
第4条の規定に基づき、次のとおり
登録を申し込みます。

登録を希望する者の氏名 □申込者に同じ

生年月日 明・大・昭・平・令　　　　年　　月　　日 性別 男・女

住　　所 □申込者に同じ

本　　籍 筆頭者

電話番号 □申込者に同じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　［ □自宅　□携帯　□勤務先 ］

申し込み時に必要なもの
（ 1）本人であることを証明する書類（個人番号カード、運転免許証、パスポートなど）を提出または提示
（2）あなたが法定代理人（未成年者・成年被後見人）であるときは、併せてその資格を証明する書類（戸籍謄本など）
（3）あなたがこの申し込みに係る代理人であるときは、併せてその旨を証明する書類（委任状）

申込者

　［申込者：1．本人　2．法定代理人（未成年者・成年被後見人）　3．代理人］

住所

電話番号

問い合わせ　市民課（内線204）

1
4
本人通知

3
2

審査・交付

戸田市

本人通知制度の流れ

❶本人が市に「事前登録」をする
❷本人以外の誰かが証明書を請求する
❸市により審査の上、証明書が交付される
❹本人に通知される
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